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   国立大学法人佐賀大学人事制度委員会規則 

（平成１６年５月２５日制定） 

 （設置） 

第１条 国立大学法人佐賀大学（以下「本学」という。）に，本学の職員の給与，服務，勤務

時間等労働条件に関する基本的事項を策定するため，国立大学法人佐賀大学人事制度委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （任務） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を検討する。 

 (1) 職員の給与に関すること。 

 (2) 職員の服務に関すること。 

 (3) 職員の勤務時間に関すること。 

 (4) その他職員の労働条件に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 理事のうち学長が指名した者 ２人以内 

 (2) 各学部長 

 (3) 事務局長 

 (4) 各学部（理工学部を除く。）から推薦された教員 各１人 

 (5) 工学系研究科から推薦された教員 １人 

 (6) 医学部附属病院から推薦された職員 １人 

 (7) 文化教育学部附属学校（園）から推薦された職員 １人 

 (8) 産学官連携推進機構，アドミッションセンター，キャリアセンター，共同研究・共同利用

拠点及び学内共同教育研究施設から推薦された職員 １人 

 (9) 総務部長 

 (10) 医学部事務部長 

 (11) 総務部人事課長 

 (12) その他学長が指名した者 若干人 

 （任期） 

第４条 前条第４号から第８号まで及び第１２号の委員の任期は，２年とする。ただし，再任を

妨げない。 

２ 前条第４号から第８号まで及び第１２号の委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は，前

任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に，委員長及び副委員長を置き，委員長は第３条第１号の委員のうち学長が

指名した者をもって充て，副委員長は委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。 

 （議事） 

第６条 委員会は，委員の過半数の出席がなければ，委員会を開き，議決することができな
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い。 

２ 議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

 （委員以外の者の出席） 

第７条 委員会が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させ，その意見を聴くことがで

きる。 

 （事務） 

第８条 委員会に関する事務は，総務部人事課において処理する。 

 

   附 則 

１ この規則は，平成１６年５月２５日から施行する。 

２ この規則施行後，最初に選出される第３条第３号，第４号，第５号，第６号及び第８号

の委員の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，平成１７年９月３０日までとする。 

   附 則（平成１７年５月１８日改正） 

 この規則は，平成１７年５月１８日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１８年５月１７日改正） 

 この規則は，平成１８年５月１７日から施行し，平成１８年５月１日から適用する。 

   附 則（平成１８年９月１５日改正） 

 この規則は，平成１８年９月１５日から施行し，平成１８年８月１日から適用する。 

   附 則（平成１９年１１月１４日改正） 

 この規則は，平成１９年１１月１４日から施行し，平成１９年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成２１年１０月２日改正） 

 この規則は，平成２１年１０月２日から施行し，平成２１年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年３月２５日改正） 

１ この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則施行の際現にこの規則による改正前の国立大学法人佐賀大学人事制度委員会規則第

３条第４号により理工学部から選出されている教員及び同条第７号により選出されている職員

は，この規則による改正後の国立大学法人佐賀大学人事制度委員会規則（以下「新規則」とい

う。）第３条第５号及び同条第８号により選出された者とみなし，その任期は新規則第４条第

１項の規定にかかわらず，新規則第３条第５号及び同条第８号により選出された者としての任

期の末日までとする。 

 


